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一
及
び
二
に
つ
い
て

菅
内
閣
総
理
大
臣
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
六
日
（
現
地
時
間
）
の
日
米
首
脳
会
談
に
お
い
て
、
オ
バ
マ
米
国
大
統

領
に
対
し
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）
に
つ
い
て
は
、
被
災
地
の
農
業
の
復
興
に
も
関
係
し
て
お
り
、

そ
の
点
を
踏
ま
え
、
し
っ
か
り
議
論
し
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
の
判
断
時
期
に
つ
い
て
は
、
震
災
の
た
め
遅
れ
て
い
る
が
、

改
め
て
総
合
的
に
検
討
し
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
判
断
し
た
い
。
」
旨
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
の
判

断
時
期
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
時
期
を
想
定
し
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
政
策
推
進
指
針
〜
日
本
の
再
生
に
向
け
て
〜

」
（
平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
総
合
的
に
検
討
す
る
趣
旨
で
述
べ
た

も
の
で
あ
り
、
指
針
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
被
災
地
の
復
旧
・
復
興
に
全
力
を
尽
く
し
つ
つ
、
「
包
括
的
経
済
連
携
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（
平
成

二
十
二
年
十
一
月
九
日
閣
議
決
定
）
及
び
指
針
に
従
い
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
の
判
断
時
期
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
し

一



て
い
く
考
え
で
あ
る
。
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